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公益財団法人結核予防会結核研究所 研究不正防止規程 

 

（目 的）  

第１条  本規程は、公益財団法人結核予防会結核研究所（以下、「研究所」という。）における、

研究活動にともなって発生する不正行為の防止、及び不正行為の問題が発生した場合の迅

速かつ適正な解決を図るため、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関す

るガイドライン」に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（定 義）  

第２条  本規程において、「公的研究費」とは、文部科学省・日本学術振興会等の公的資金配分

機関（以下、「資金配分機関」という。）が研究機関に配分する競争的資金等をいう。  

２  本規程において、「研究者」とは、研究所に配分された公的研究費の配分を受けて研究

に携わる者をいう。  

３  本規程において，「不正行為」とは、研究の立案・計画・実施及び成果の取りまとめ（報

告を含む。）の際における次の各号に掲げる不正行為をいう。ただし、適切な方法により

正当に得られた研究成果が、結果的に誤りであった場合は、不正行為に該当しないものと

する。  

（1）捏造 架空の研究成果等を作成すること。  

（2）改ざん 研究資料、過程を不正に変更する操作を行い、研究活動によって得られた結果等

を真正でないものに加工すること。  

（3）盗用 他の研究者のアイディア、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは

適切な表示なしに流用すること。  

（4）二重投稿 著者自身によって既に公表されていることを開示することなく、同一の情報

を投稿し、発表すること。 

（5）不適切なオーサーシップ 著者としての資格がないにもかかわらず著者としてクレジッ

トされること、あるいは著者としての資格がありながら著者としてクレジットされないこ

と。 

（6）利益相反 外部との経済的な利益関係によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正

な判断が損なわれる、または損なわれるのではないかと第三者からみなされかねない事態

のこと。 

（7）研究費等の不正使用 実体を伴わない謝金・給与を支払わせること、架空の取引により代

金を支払わせ業者への預け金として管理させること、実体を伴わない旅費を支払わせるこ

となど、法令、資金配分機関の各種規程及び研究所の各種規程に違反する経費の使用をい

う。  

（8）その他 前号までに掲げたこと以外で、研究者として、研究者の倫理に反する行為をする

こと。  

４  本規程において「被通報者」とは、直接の通報の対象となった者及びこれ以外の者で、

調査の過程において当該通報の対象となった研究にかかわる者で不正行為に関与したと
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認められる者をいう。  

 

（研究活動における不正防止への取組）  

第３条  研究活動における不正防止への取組については、研究者が必要な施策を講じるほか、不

正行為の問題が発生した場合においても適切に対処するものとする。  

２  公益財団法人結核予防会倫理規程の遵守及び研究者の責任ある研究活動における倫理観

の醸成については、研究倫理教育責任者が中心になってこれに対応する。なお、研究倫理

教育責任者については、公益財団法人結核予防会結核研究所公的研究費管理規程において、

別に定める。  

３  研究活動における不正行為については、その疑いも含めて、所長の責任において、必要

があれば研究活動不正調査委員会を組織し、迅速かつ公正に調査・検証を行うとともに、

その結果により適切に処理するものとする。 

 

（研究データ保存・開示等の義務づけ）  

第４条  研究者は論文・著書等による研究成果の発表から最低５年間、当該研究成果にかかわる

すべての研究データを保存しなければならない。 

＊退職等の取扱い･････研究責任者は、自らのグループの研究者の転出や退職に際して、

当該研究者の研究活動に関わる資料のうち保存すべきものに係る対象論文名、研究データ

の保存場所及び後日確認が必要となった場合の連絡方法等について、当該研究者と確認し

た内容を記載したものを保管し、追跡可能としておくこと。また、必要に応じ、研究デー

タ等のバックアップを保管するなどの措置を講ずること。なお、研究責任者の転出や退職

に際しては、当該部長等は、これに準じた取扱いとすること。 

＊開示等･････研究者及び研究責任者は、論文等の形で発表した研究成果について、求め

に応じ、研究活動の適正性について科学的根拠をもって説明するとともに、必要に応じ、

研究データ等を開示しなければならない。なお、転出や退職後もその責を負うものとする。 

＊各部における取扱い･････取扱いについては、各部において定める。その際、研究分野

の特性、研究コミュニティの意見及び各部の状況等に留意すること。 

 

（責任担当者）  

第５条  研究活動における不正行為について調査を行う場合は、所長を責任担当者とする。  

２  所長が責任担当者になることが不適当と認められる場合、又は遂行に当って補佐が必要

な場合、部長会は所長の同意を得て、副所長及び部長の中から責任担当者を指名すること

ができる。  

３  責任担当者が指名された場合、本条以降にある「所長」を「責任担当者」に読み替えて、

準用する。  

４  責任担当者は、その置くべき事由が止んだときは、当然その職を退くものとする。  

 

（不正行為にかかわる予備調査）  

第６条  不正行為にかかわる告発・通報等がなされた場合、研究所は告発内容の合理性、調査可
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能性等について予備調査を実施し、本調査を実施するか否かについて、告発・通報等の受

理から３０日以内に決定するものとする。  

２  予備調査の実施が決定した場合、通報者及び被通報者、並びに当該通報案件に関係する

者は、調査に対して協力しなければならない。  

３  予備調査実施の決定及びその結果については、資金配分機関に対してもこれを報告する

ものとする。  

 

（研究活動不正調査委員会）  

第７条  第３条第３項に規定する調査を実施する場合、事案毎に研究活動不正調査委員会（以下

「調査委員会」という。）を設置する。  

２  調査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。  

（1）委員長  所長が指名する者  

（2）委 員  所長が指名する者若干名  

３  前項第２号に定めるすべての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有し

ない者でなければならない。また、調査委員のうち過半数は、外部有識者に委嘱するものと

する。  

４  調査委員会の任務は、対象となる事案に関し、次の各号に掲げる通りとする。  

（1）研究活動における不正行為の有無及び不正の内容、不正に関与した者及びその関与の程

度・不正使用の相当額等に関する調査を行うこと。  

（2）前号の調査結果に基づく事実の認定に関すること。  

（3）その他対象となる事案に関して必要なこと。  

５  調査委員会は、調査を行うに当り、公平性及び中立性を確保するとともに、迅速に行う

ようつとめるものとする。  

６  委員の任期は、当該事案にかかわる任務が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた

場合、所長は速やかに後任の委員を補充するものとする。  

７  調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。  

 

（不正行為にかかわる本調査）  

第８条  本調査の開始が決定した場合、通報者及び被通報者に対し、文書によりその旨を通知し、

改めて調査への協力を求めるものとする。なお、以下、本規程において「調査」とのみあ

る場合は、「本調査」を指すものとする。  

２  前項の通知は、調査委員会委員の氏名及び所属を併せて通知するものとする。  

３  通報者及び被通報者は、前項の通知を受け取った日（当事者が居所に不在で当該通知を

送達できない場合は，当該通知を内容証明付きの郵便で発出した日の翌々日。当事者の居

所及び所在が不明で当該通知を送達できない場合は、所長が当該通知の送達を決定した日

の翌々日。）後、１０日以内に理由を添えて調査委員会委員に関する異議申立てをするこ

とができる。  

４  異議申立てがあった場合、所長が審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当
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該異議申し立てにかかわる調査委員会委員を交代させることができる。  

５  所長は、前項の委員交代が行われたとき、その旨を通報者及び被通報者に通知するもの

とする。  

６  所長は、当該事案の研究にかかわる資金配分機関がある場合、当該機関に調査を行うこ

とを通知するものとする。  

 

（調査協力義務）  

第９条  調査対象となっている事案にかかわる者は、当該事案にかかわる関連データの提出等、 

積極的に調査に協力する義務及び真実を述べる義務を負うものとする。  

 

（調査の方法等）  

第１０条 調査は、当該研究にかかわる論文、各種資料の精査、当該研究費にかかわる各種伝票、 

証拠書類、申請書等の関係書類の精査、関係者のヒアリング等により行うものとする。      

なお、調査を行う場合は、被通報者に書面又は口頭による弁明の機会を与えるものとす 

る。  

２ 被通報者が弁明を行う場合は、当該研究が適正な方法と手続に則って行われたこと、論 

文等もそれに基づき適切な表現で書かれたものであることを、科学的合理的な理由を示 

して説明しなければならない。  

３ 調査委員会は、前項の弁明において、被通報者が論文、各種資料、各種伝票、証拠書類、 

申請書等の関係書類の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により科学的 

合理的な理由を示せない場合は、不正行為とみなすものとする。ただし、被通報者が善 

管注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由（例えば災害など。） 

により、上記の基本的な要素を十分に示すことができないこと等正当な理由があると認 

められる場合は、この限りでない。また、論文、各種資料、各種伝票、証拠書類、申請 

書等の関係書類などの不存在が、合理的な保存期間を超えること等による場合について 

も同様とする。  

４  調査委員会は、調査を行う過程で被通報者にかかわる当該研究以外の研究について疑義 

が生じた場合、調査委員会の判断によりその他の研究等も調査の対象とすることができ 

る。  

５ 調査委員会は、必要に応じて調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は関係する機器・資 

料等の保全の措置をとることができる。  

６ 調査委員会は、前項の措置をとる場合、必要最小限の範囲及び期間に止め、事前に通知 

を行う。  

７  調査委員会が一時閉鎖した場所の調査及び保全された機器・資料等の調査を行う場合は、 

必要に応じて調査委員会が指名する者を立ち会わせることができる。  

８  上記に掲げるもののほか、調査委員会における調査の方法等については、調査委員会が 

定める。  

 

（事実の認定）  
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第１１条 調査委員会は、調査の開始後１８０日以内に、調査結果に基づき、不正行為の有無及び 

不正の内容、不正に関与した者及びその程度、不正使用の相当額等について認定するも 

のとする。なお、認定に当っては、前条第２項の定めによる被通報者が行う弁明を受け 

るとともに、調査によって得られた物的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合 

的に判断して行うものとする。ただし、被通報者の自認を唯一の証拠として不正行為と 

認定することはできない。  

２ 不正行為があったと認定された場合は、その内容、不正行為に関与した者とその関与の 

度合、不正行為と認定された研究にかかわる論文等（共著者の論文等を含む。）及び当 

該研究における役割を認定するものとする。  

３  不正行為がなかったと認定された場合で、調査を通じて通報が悪意に基づくものである

ことが判明したときは、調査委員会は、併せてその認定を行うものとする。なお、この

認定を行うに当っては、通報者に弁明の機会を与えるものとする。  

４ 通報者が前項の定めに基づく弁明を行う場合は、当該通報が真正であること及び悪意に 

基づくものでないことを、科学的合理的な理由を示して説明しなければならない。  

５ 調査委員会は、調査及び認定が終了したときは、調査の関係資料及び認定結果を、所長 

に報告するものとする。  

 

（調査結果の通知）  

第１２条  所長は、調査の終了後、通報者及び被通報者に調査結果を通知するものとする。  

２  所長は、当該不正にかかわる事案において、資金配分機関がある場合、告発・通報等

の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者がかかわる他

の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を当

該配分機関に提出するものとする。また、必要があれば、対応について当該配分機関と

協議するものとする。なお、通報等がなされる前に取り下げられた論文等にかかわる調

査において、不正行為があったと認定されたときは、取り下げなど研究者が自ら行った

善後措置及びその措置をとるに至った経緯・事情等を最終報告書に付すものとする。  

３  資金配分機関から請求があった場合、所長は、正当な理由がある場合を除き、たとえ

調査途中であったとしても、調査の関係資料及び中間報告等を調査委員会から報告させ、

当該機関に通知するものとする。また、不正の事実が一部でも確認された場合には、速

やかにそれを認定し、当該機関に通知するものとする。  

 

（悪意に基づく通報）  

第１３条  調査委員会が、調査の過程において当該通報が悪意に基づくものであったと判断した

場合は、直ちに調査を中止し、当該通報を悪意に基づくものと認定の上、所長に報告す

るものとする。  

２  所長は、前項の報告を受けた場合、通報者（当該通報者が研究所以外の機関に所属す

る者であった場合はその所属機関への通知を含む。）、被通報者並びに資金配分機関が

ある場合は当該機関に通知するものとする。  

３  研究所は、悪意に基づく通報について、必要に応じ、当該通報者の氏名の公表、懲戒
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処分及び刑事告発等適切な処置を行うことができる。  

 

（被通報者の不服申立て）  

第１４条  第１３条第１項により不正行為を行ったと認定された旨の通知を受け取った被通報者

は、その認定について、理由を添えて、不服申立てをすることができる。  

２  不服申立ては、前項に掲げる通知を受け取った日（被通報者が居所に不在で当該通知

を送達できない場合は，当該通知を内容証明付きの郵便で発出した日の翌々日。被通報

者の居所及び所在が不明で当該通知を送達できない場合は、所長が当該通知の送達を決

定した日の翌々日。）後、３０日以内に行わなければならない。  

３  所長は、不服申立てがあった場合には、通報者に通知するとともに、資金配分機関が

ある場合、当該機関に通知する。また、不服申立ての却下、再調査開始の決定、再調査

の中止及び審査の打ち切りをしたときも同様とする。  

４  不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、調査委員会委

員の適格性にかかわるものである場合は、所長が審査し、その内容が妥当であると判断

したときは、調査委員会委員を交代させて再調査及び審査させることができる。  

５  不服申立てについて、調査委員会は、不服申立ての趣旨及び理由等を勘案し、当該事

案の再調査について速やかに決定し所長に報告するものとする。なお、当該事案の再調

査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合で、当該不服申立て

が、当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査

委員会が判断したときは、以後の不服申立てを受理しないことができる。  

６  調査委員会が再調査を行う場合は、調査結果を覆すに足る資料の提出を要請する等、

当該事案の速やかな解決に向けて、被通報者に再調査の協力を求めるものとする。ただ

し、被通報者の協力が得られない場合は、再調査を中止するとともに、不服申し立ての

審査を打ち切ることができるものとする。なお、当該審査を打ち切った際は、速やかに

所長に報告するものとする。  

７  調査委員会が再調査を開始した場合、概ね５０日以内にその結果を所長に報告する。

所長は当該結果を通報者及び被通報者に通知するとともに、資金配分機関がある場合、

当該機関に通知するものとする。 

 

（通報者の不服申し立て）  

第１５条  第１４条第１項により悪意に基づく通報を行ったと認定された旨の通知を受け取った

通報者は、その認定について、理由を添えて、不服申立てをすることができる。  

２  前項に定めるほか、通報者の不服申し立てにかかわる手続きは、前条第２項から第７

項までの規定を、「被通報者」を「通報者」、「通報者」を「被通報者」に読み替えて

適用する。  

 

（調査結果等の公表）  

第１６条  所長は、調査委員会が調査事案について不正行為が行われたと認定した場合、速やか

に調査結果を公表するものとする。なお、公表する内容には、不正行為に関与した者の
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氏名・所属、不正行為の内容、研究所が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏

名・所属及び調査の方法・手順等を含むことができるものとする。  

２  調査委員会が調査事案について不正行為がなかったと認定した場合は、原則として調

査結果を公表しないものとする。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場

合又は論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、通報者及び被通報者の了解

を得て調査結果を公表することができるものとする。なお、その場合の公表内容につい

ては、不正行為がなかったこと（論文等に故意によるものでない誤りがあった場合を含

む。）、被通報者の氏名・所属、調査委員の氏名・所属及び調査の方法・手順等を含む

ことができるものとする。また、悪意に基づく通報と認定された場合は、必要に応じ、

通報者の氏名・所属を併せて公表できるものとする。  

３  所長は、不正行為がなかったと認定された者について、その名誉を回復するため、当

該事案において不正行為がなかった旨を調査関係者に対して周知するとともに、公表ま

でに前項ただし書きに掲げる事前漏洩等があった場合には、不正の無かった旨を報道機

関等外部に向けて公表する等、不利益が生じないための措置を講じるものとする。  

 

（調査の結果を受けた処置）  

第１７条  研究所は、調査の結果を踏まえて、必要に応じて、不正行為を行ったと認定された者

あるいは悪意に基づく通報と認定された通報者について、懲戒処分及び刑事告発等適切

な処置を行うことができる。  

 

（不正行為に対する善後策）  

第１８条  所長は、不正行為を行ったと認定された者に、当該不正行為について、不正行為があ

ったと認定された論文等の取り下げ等の善後策を講じるよう勧告するものとする。  

２  所長は、不正行為を行ったと認定された者に、当該不正行為に使用した資金及び施設・

設備等について、返還及び原状回復を求めることができるものとする。  

 

（研究費の執行等）  

第１９条  所長は、調査を行うことを決定した場合には、調査委員会の調査結果の報告を受ける

までの間、通報された研究にかかわる研究費の支出の停止等、適切な措置をとることが

できる。  

２  所長は、不正行為が行われたとの認定があった場合、不正行為への関与が認定された

者及び関与は認定されていないが不正行為が認定された論文等の主たる著者の当該研

究にかかわる研究費の支出を中止することができる。  

３  所長は、不正行為が行われなかったと認定された場合、調査に際してとった研究費支

出の停止等の措置を解除するものとする。  

 

（他機関等との関係）  

第２０条  所長は、通報内容において、調査対象として研究所の研究者が該当しないときは、該

当する研究機関等に当該通報を回付する。  
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２  研究所以外の他の機関等から、研究所の研究者が対象となる研究活動における不正行

為に該当する事案が回付された場合には、通報があったものとして取扱うものとする。

報道等により不正行為が指摘された場合においても、同様とする。  

３  所長は、調査の対象が他の機関の研究者にも関係する場合等、調査を行うに当り他の

機関との連携が必要と認められる場合、当該機関に必要な協力要請を行うなど、調査が

円滑に行われるように取りはからうものとする。  

４  所長は、資金配分機関等、研究所以外の機関から、研究活動における不正行為に該当

する事案について協力を要請された場合、調査に支障がある等の正当な事由がある場合

を除き、当該事案にかかわる資料の提出・閲覧あるいは現地調査の実施等、研究所とし

て可能な限り協力するよう取りはからうものとする。  

 

（取引業者の不正）  

第２１条  研究所との不正な取引に関与した業者が確認された場合、取引停止等の処分を行うこ

とができる。  

 

（改 廃）  

第２２条  本規程の改廃は、結核研究所部長会が行う。  

 

附 則  

本規程は、平成２７年３月２５日から施行する。 

平成２９年１２月７日改訂する。 


